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暗号資産交換業の一部廃止の公告 

 

当社は、2026 年 6 月 6 日をもって暗号資産交換業において取り扱っている以

下の暗号資産の取扱いを廃止することといたしました。 

 

・ダイ（DAI） 

 

資金決済に関する法律第 63 条の 20 第 5 項に規定する暗号資産交換業に関し

管理するお客様の財産の返還につきましては、下記のとおりといたします。 

(1)送付による返還について 

 取扱廃止日後、外部への送付停止日時（2026 年 6 月 27 日午前 9時）

までは、当社が管理するお客様の暗号資産について、お客様からの依頼

に基づき、返還対象である暗号資産の保管が可能なウォレットに送付す

る方法により返還いたします。なお、当社都合により外部への送付停止

日時は延期される可能性がございます。 

(2)換金による返還について 

 上記(1)の方法によることが困難な場合及び外部への送付停止日時以

降に当社が管理するお客様の暗号資産については、当社が適当と認める

時期方法において暗号資産を売却し、日本円に換金したうえでお客様の

当社アカウントの日本円残高に反映いたします。 

 なお、市場の流動性が低下している場合などには、ご想定よりも低い

価格にて換金される可能性がございます。あらかじめご了承ください。 
 

以上、資金決済に関する法律第 63 条の 20 第 3 項の規定により公告いたしま

す。 

 


